
   
令
和
４
年
度

　
次
の
項
目
を
全
て
満
た
す
も
の

◦
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
建

築
工
事
に
着
手
し
た
住
宅

◦
一
戸
建
て
住
宅

◦
木
造
在
来
工
法
の
住
宅

耐
震
診
断
料

　
無
料

　
申
請
書
は
、
建
設
水
道
課
都
市

計
画
係（
役
場
２
階
10
番
窓
口
）

用
意
し
て
あ
る
ほ
か
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。

◦
補
助
対
象
と
な
る
事
業
は
、
町

か
ら
交
付
す
る
補
助
金
交
付
決

定
通
知
後
に
着
手
し
て
く
だ
さ

い
。

◦
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
建

設
水
道
課
都
市
計
画
係
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◦
事
業
完
了
後
は
、
御
代
田
町
空

き
家
バ
ン
ク
に
登
録
を
申
し
込

む
こ
と
が
条
件

補
助
金
の
額

　
対
象
工
事
費
の
２
分
の
１

　
（
上
限
50
万
円
）

そ
の
他

　
令
和
５
年
２
月
28
日
ま
で
に
事

業
が
完
了
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

対
象
と
な
る
事
業

⑴
耐
震
補
強
工
事

　
耐
震
診
断
を
実
施
し
た
結
果
に

よ
り
、
耐
震
補
強
工
事
ま
た
は
現

地
建
て
替
え
を
す
る
工
事

補
助
金
の
額

　
対
象
工
事
費
の
５
分
の
４

　
（
上
限
1
0
0
万
円
）

⑵
耐
震
改
修
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事

　

耐
震
補
強
工
事
に
付
随
し
た
、

室
内
外
の
統
一
的
な
美
観
を
維
持

す
る
た
め
の
工
事

補
助
金
の
額

　
対
象
工
事
費
の
２
分
の
１

　
（
上
限
30
万
円
）

そ
の
他

　
令
和
５
年
２
月
28
日
ま
で
に
事

業
が
完
了
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

対
象
と
な
る
事
業

⑴
空
家
改
修
事
業

◦
空
き
家
に
居
住
す
る
た
め
、
台

所
、
浴
室
、
洗
面
所
、
屋
根
、

外
壁
等
を
改
修
す
る
工
事

◦
店
舗
併
用
の
空
き
家
は
、
居
住

の
部
分
が
対
象

◦
下
水
道
へ
の
接
続
工
事

補
助
金
の
額

　
対
象
工
事
費
の
２
分
の
１

　
（
上
限
50
万
円
）

⑵
空
家
整
備
事
業

◦
家
財
道
具
の
搬
出
、
処
分
に
要

す
る
費
用

◦
屋
内
お
よ
び
屋
外
の
清
掃
等
に

要
す
る
費
用

◦
店
舗
併
用
の
空
き
家
は
、
居
住

の
部
分
が
対
象

◦
事
業
完
了
後
は
、
御
代
田
町
空

き
家
バ
ン
ク
に
登
録
を
申
し
込

む
こ
と
が
条
件

補
助
金
の
額

　
対
象
工
事
費
の
２
分
の
１

　
（
上
限
20
万
円
）

⑶
空
家
解
体
事
業

◦
空
き
家
の
解
体
、
処
分
、
撤
去
、

撤
去
後
の
土
地
の
整
地
等

◦
店
舗
併
用
の
空
き
家
は
、
居
住

の
部
分
が
対
象

宅
は
、
住
宅
の
部
分
、
賃
貸
住

宅
は
除
く
）に
断
熱
性
能
向
上

リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
を
実
施
す
る

方
◦
同
一
世
帯
全
員
が
、
町
税
等
の

滞
納
が
な
い
方

補
助
金
の
額

　
補
助
対
象
工
事
費
の
２
分
の
１

　
（
上
限
50
万
円
）

そ
の
他

◦
令
和
５
年
２
月
28
日
ま
で
に
事

業
が
完
了
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

◦
工
事
の
着
手
前
と
完
了
後
の
居

室
等
を
サ
ー
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
カ

メ
ラ
等
を
使
っ
て
、
断
熱
性
能

向
上
リ
フ
ォ
ー
ム
の
効
果
を
検

証
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

対
象
と
な
る
空
き
家

◦
町
内
の
一
戸
建
て
の
住
宅
で
、

交
付
申
請
を
す
る
時
点
で
１
年

以
上
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
今

後
常
用
す
る
も
の

※
別
荘
等
の
保
養
の
た
め
の
住
宅

は
、
対
象
外
で
す
。

住
宅
断
熱
性
能
向
上

リ
フ
ォ
ー
ム
補
助
事
業

（
新
規
）

空
家
改
修
等
補
助
事
業

木
造
住
宅
耐
震
改
修
補
助
事
業

木
造
住
宅
耐
震
診
断
事
業

各
申
請
書

そ
の
他

断
熱
性
能
向
上
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事

と
は

　
住
宅
の
壁
、
床
、
屋
根
、
小
屋

裏
お
よ
び
開
口
部
に
お
い
て
断
熱

性
能
を
向
上
さ
せ
る
工
事

補
助
対
象
と
な
る
事
業

　
住
宅
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
居

室
で
実
施
す
る
次
の
工
事

◦
町
内
の
事
業
者
に
発
注
す
る
工　

事
◦
開
口
部（
窓
ガ
ラ
ス
等
）の
単

板
ガ
ラ
ス
を
複
層
ガ
ラ
ス
に
替

え
る
工
事

◦
新
た
な
サ
ッ
シ
を
設
置
し
て
、

二
重
サ
ッ
シ
と
す
る
工
事

◦
屋
根
、
小
屋
裏
、
壁
、
床
等

に
断
熱
材（
グ
ラ
ス
ウ
ー
ル
、

ロ
ッ
ク
ウ
ー
ル
、
ポ
リ
ス
チ

レ
ン
フ
ォ
ー
ム
、
ウ
レ
タ
ン

フ
ォ
ー
ム
な
ど
断
熱
性
能
が
認

め
ら
れ
る
材
料
）を
設
置
す
る

工
事

補
助
対
象
者

◦
町
内
に
住
所
を
有
し
、
自
身
が

居
住
す
る
住
宅（
店
舗
併
用
住

　
町
で
は
、
地
球
温
暖
化
防
止（
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
化
）、
空
き
家
の
解
消
、
木
造
住
宅
の

耐
震
改
修
を
促
進
す
る
た
め
、
次
の
補
助
事
業
を
実
施
し
ま
す
。
４
月
１
日
か
ら
申
請

の
受
付
を
開
始
し
ま
す
。

断
熱
性
能
向
上
リ
フ
ォ
ー
ム
な
ど
の

住
宅
関
連
補
助
事
業
の
ご
案
内

名称 住宅断熱性能向上リフォーム補助事業 空家改修等補助事業 木造住宅耐震改修補助事業

補助
対象者

町内に住所を有し、自身が居住するの住
宅の断熱性能向上リフォームをする者
町税等の滞納のない者（世帯全員）

①に限り住民登録のある者または
住民登録する意思のある者、５年以
上居住する者
町税等の滞納のない者（世帯全員）

耐震診断を実施した住宅の耐震性能
向上を図る工事または現地建て替え
する者
町税等の滞納のない者（世帯全員）

補助対象
経費

町内に本社もしくは営業所等を有する法
人または個人事業主に発注する工事

・全ての居室または一部の居室の開
口部の単板ガラスを複層ガラスに替
える

・二重サッシにする
・屋根、小屋裏、壁、床等に断熱材を設

置する
・その他町長が認める工事

①空家改修事業
・水廻り、内装、外壁等の改修
・下水道への接続

②空家整備事業
・家財道具等の搬出、処分
・屋外の清掃、樹木伐採等

③空家解体事業
・空き家の解体、撤去、処分、その

土地の整地

①耐震補強工事
・総合評点0.7を上回る耐震工事、

設計費等、現地建て替え
②耐震改修リフォーム工事

・耐震補強工事に付随した室内外
の統一的な美観を維持する外壁、
床等の改修工事

補助率
補助金
の額

２分の１　上限50万円 ①空家改修事業
　２分の１　上限50万円
②空家整備事業
　２分の１　上限20万円
③空家解体事業
　２分の１　上限50万円

①耐震補強工事
　５分の４　上限100万円
②耐震改修リフォーム工事
　２分の１　上限30万円

　工事箇所が重複しなければ各事業を併用することができます（各事業ごと明確に分けていただく必要があります）。
　最大で250万円の補助金を受け取ることができます（空き家改修解体事業および耐震補強事業の現地建て替えにつ
いては、併用不可）。
　耐震補強事業の補助金を申請するためには、前年度までに耐震診断を受けている必要があります。

○補助金の併用例
・木造住宅の耐震補強工事に併せて断熱性能向上リフォーム工事をする場合

・空家に住むために改修、整備工事と断熱性能向上リフォーム工事をする場合

住宅断熱性能向上
リフォーム補助金

上限50万円

耐震補強工事
上限100万円

耐震改修
リフォーム工事

上限30万円
合計180万円

住宅断熱性能向上
リフォーム補助金

上限50万円

①空家改修事業
上限50万円

②空家整備事業
上限20万円 合計120万円

申

　請

　者

計画・工事見積 契約 工事着手 工事完了 支払い

事
前
相
談

交
付
申
請

交
付
決
定

情報提供など 書類審査 書類審査 口座振込

実
績
報
告

補
助
金
請
求

金
額
確
定

契約を含め、
交付決定通知後に
着手してください。

令和5年2月28日までに
完了してください。

申請内容に
変更がある場合は、
施工前に相談して
ください。町

申請手続きの流れ

問い合わせ先　建設水道課都市計画係（32）3129
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